
 

○岩出市建設工事事務規程 

平成１０年３月３１日 

訓令第２号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市が執行する建設工事

の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に

規定する建設工事及び市長において特に必要と認めて指定した工事（以下「工

事」という。）について適用する。 

（競争入札に付する場合の公告又は通知） 

第３条 一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に付す

る場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及

び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。 

（図面、仕様書及び契約条項の閲覧） 

第４条 競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合には、あらか

じめ図面及び仕様書（金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。）に第７

条に規定する建設工事請負契約書の案を添付し、入札前又は見積前に入札に

参加しようとする者又は見積りしようとする者にこれを閲覧させなければな

らない。 

（入札書） 

第５条 競争入札に付する場合の入札は、入札書（様式第１号）によるものと

する。 

（見積書） 

第６条 随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書（様式第２号）によ

るものとする。 

（建設工事請負契約書等） 

第７条 工事の請負契約を締結しようとするときは、建設工事請負契約書（様

式第３号）によるものとする。 



 

２ 工事の変更等により請負契約を変更しようとするときは、建設工事請負変

更契約書（様式第４号）によるものとする。 

（請負人が提出する書類の様式） 

第８条 前条第１項の建設工事請負契約書の基づき請負人が提出する次の各号

に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。 

（１）工程表 様式第５号 

（２）下請負（委任）承諾申請書 様式第６号 

（３）下請負（委任）通知書 様式第７号 

（４）現場代理人通知書 様式第８号 

（５）現場代理人等変更通知書 様式第９号 

（６）工期延長請求書 様式第１０号 

（７）損害発生通知書 様式第１１号 

（８）完成通知書 様式第１２号 

（９）引渡書 様式第１３号 

（１０）請負代金請求書 様式第１４号 

（１１）適格請求書 様式第１４号の２ 

（１２）前払金請求書 様式第１５号 

（１３）中間前払金請求書 様式第１５号の２ 

（１４）既済部分検査請求書 様式第１６号 

（１５）指定部分完成通知書 様式第１７号 

（１６）指定部分引渡書 様式第１８号 

（契約の保証） 

第９条 工事の請負契約をするときは、請負人の次の各号のいずれかに掲げる

保証を付さなければならない。ただし、実施設計額が１，０００万円未満の

工事の請負契約については、この限りでない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる利付国債又は地方債の提供 

（３）請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀

行又は市が確実と認める金融機関等の保証 



 

（４）請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保

証 

（５）請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する市を被保

険者とする履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額

の１０分の１以上の額としなければならない。 

（監督員） 

第１０条 岩出市行政組織規則（平成９年岩出町規則第１１号）に規定する課

等のうち工事を執行する課等の長（以下「課長等」という。）は、工事を請

負で施工するときは、工事ごとに、工事を監督する職員（以下「監督員」と

いう。）を定め、請負人に通知しなければならない。監督員を変更した場合

も同様とする。 

２ 課長等は、同一の工事について２人以上の監督員を定めた場合は、そのう

ち１人を主任監督員とするものとする。 

３ 主任監督員及び監督員は、課長等の指揮を受け、工事現場における請負人

の当該工事の履行に関する監督の事務に従事する。 

（設計図書の変更通知） 

第１１条 課長等は、設計図書を変更する必要があると認めるときは、設計図

書変更通知書（様式第１９号）により設計図書の変更内容を請負人に通知し

なければならない。 

（工事の一時中止の通知） 

第１２条 課長等は、工事の全部又は工事の一部の施工を一時中止する必要が

あると認めるときは、工事一時中止通知書（様式第２０号）により中止内容

を請負人に通知しなければならない。 

（工事出来高検査結果通知書等） 

第１３条 課長等は、工事について検査をしたときは、その結果を別に定める

工事出来高検査結果通知書（様式第２１号）又は工事完成検査結果通知書（様

式第２２号）により請負人に通知しなければならない。 

   附 則 



 

 この訓令は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年８月１日訓令第５号） 

 この訓令は、平成１４年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年１０月１日訓令第１３号） 

この訓令は、平成２２年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年１月１９日訓令第１号） 

この訓令は、平成２４年２月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年１０月１０日訓令第３１号） 

この訓令は、平成２９年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月１８日訓令第１号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年１月８日訓令第２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月１２日訓令第１２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年８月１６日訓令第３６号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和３年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式（次項において

「旧様式」という。）により使用されている書類は、この訓令による改正後

の様式によるものとみなす。 

３ この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

   附 則（令和５年９月１９日訓令第４６号） 

 この訓令は、令和５年９月１９日から施行する。 

   附 則（令和６年３月２９日訓令第１１号） 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


